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重度医療・ひとり親医療・子ども医療
各受給者証をお持ちの方へ 問 福祉課　☎４２－２６４０

　北海道医療給付事業の請求形態が変わることに伴い、皆さまがお持ちの受給者証に、新たに「公費負

担者番号」を表示することとなりました。

　８月１日から、全道の医療機関において、「公費負担者番号」が記載された各受給者証による受診が

開始されます。

　これにより、「公費負担者番号」が記載されていない現在の受給者証では、道内の医療機関を受診す

ることができなくなります。

　下記のとおり受給者証の更新を行いますのでお知らせします。

◆受給者証の様式（例）

　※従来の「記号」「番号」欄が、「公費負担者番号」「受給者番号」欄に変わります。（太枠部）

　※所得の状況により、受給者証の表示が変わる場合があります。

※申請書の届出が困難な方は、郵送でもかまいません。

　７月中に更新申請書を送付しますので、役場または各支所へ申請書をお持

ちいただいた時に、新しい受給者証をお渡しします。

　７月中に受給者証を郵送します。新しい受給者証は８月１日からお使いく

ださい。（現在お使いの受給者証は、８月１日以降破棄してください。）

　記載内容の変更・更新のお知らせ

重度医療・ひとり親医療受給対象者

子ども医療受給対象者

手続きが必要です

ご自宅へ郵送します


